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令和３年横審第１３号 

裁    決 

水上オートバイＡ水上オートバイＢ衝突事件 

 

受  審  人  ａ 

職  名 Ａ船長 

操縦免許 小型船舶操縦士 

受  審  人  ｂ 

職  名 Ｂ船長 

操縦免許 小型船舶操縦士 

 

本件について、当海難審判所は、理事官佐藤雅彦出席のうえ審理し、

次のとおり裁決する。 

 

主    文 

 

受審人ａを戒告する。 

受審人ｂを戒告する。 

 

理    由 

（海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

 令和２年９月２７日１１時４０分 

 愛知県木曽川 

２ 船舶の要目 

  船 種 船 名 水上オートバイＡ  水上オートバイＢ 
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  総 ト ン 数 ０.２トン      ０.２トン 

  登 録 長 ２.９４メートル   ２.８７メートル 

  機関の種類 電気点火機関    電気点火機関 

   出   力 １５０キロワット  １８３キロワット 

３ 事実の経過 

  Ａは、最大とう載人員３人のＦＲＰ製水上オートバイで、ａ受審人

が１人で乗り組み、救命胴衣を着用し、遊走の目的で、船首尾０.１

メートルの等喫水をもって、令和２年９月２７日０９時００分頃愛知

県愛西市の木曽川左岸にあるスロープから水面に降下して同岸を発し、

遊走しながら同県弥富市のボート係留場所に向かった。 

  ａ受審人は、前示係留場所に到着したのち、１１時２０分頃ｂ受審

人が乗船したＢ並びに水上オートバイ仲間を分乗させた他の水上オー

トバイ９隻及びモーターボート１隻とともに、木曽川上流に向けて遊

走を開始した。 

  ａ受審人は、１１時３９分０５秒弥富市所在の四等三角点五明（以

下「五明三角点」という。）から２５１.５度（真方位、以下同

じ。）７８０メートルの地点で、針路を３１９度に定め、毎時４０.０

キロメートルの速力（対地速力、以下同じ。）で進行した。 

  ａ受審人は、モーターボートを追走しながら、右転してモーターボ

ートの航走波を利用してジャンプすることを思いつき、１１時３９分

５５秒五明三角点から２７９.５度１,１１０メートルの地点に達した

とき、Ｂが右舷船尾５０度３０メートルのところとなり、その後自船

が右転すると右舷船尾方で自船を追走するＢに衝突の危険のある態勢

となる状況であったが、モーターボートの航走波でジャンプすること

に気をとられ、Ｂに対する動静監視を十分に行わなかったので、この

状況に気付かなかった。 
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  ａ受審人は、１１時３９分５７秒五明三角点から２８０度１,１４０

メートルの地点に至り、右転を開始して針路を０９２度としてモータ

ーボートの航走波を利用してジャンプし、１１時３９分５９秒Ｂを右

舷正横至近に認めたものの、どうすることもできず、１１時４０分五

明三角点から２８２度１,１２０メートルの地点において、Ａは、原

針路及び原速力のまま、その右舷船尾部にＢの船首が後方から５３度

の角度で衝突した。 

  当時、天候は晴れで風力２の北北西風が吹き、下流への緩やかな流

れがあり、視界は良好であった。 

  また、Ｂは、最大とう載人員３人のＦＲＰ製水上オートバイで、ｂ

受審人が１人で乗り組み、救命胴衣を着用し、遊走の目的で、船首尾

０.１メートルの等喫水をもって、同日１０時５０分頃愛西市の木曽

川左岸にあるスロープから水面に降下して同岸を発し、遊走しながら

弥富市のボート係留場所に向かった。 

  ｂ受審人は、前示係留場所に到着したのち、１１時２０分頃ａ受審

人が乗船したＡ及び他の水上オートバイ９隻とモーターボート１隻と

ともに木曽川上流に向けて遊走を開始した。 

  ｂ受審人は、１１時３９分０５秒五明三角点から２５０.５度８００

メートルの地点で、針路を３２５度に定めて、毎時４０.０キロメー

トルの速力で、進行した。 

  ｂ受審人は、モーターボートの後方を遊走するＡを左舷船首方に見

ながら同船の至近を追走する態勢となり、１１時３９分５５秒五明三

角点から２８０度１,０９０メートルの地点に達したとき、至近のＡ

が右転するようなことがあると、その動作に対応できずに同船との衝

突の危険のある態勢となる状況であったが、まさか、Ａが自船の船首

方に向けて右転して、危険を覚えさせるような航行をすることはない
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ものと思い、Ａとの十分な船間距離をとることなく、続航した。 

  こうして、ｂ受審人は、１１時３９分５８秒Ａが至近で自船の船首

方に向け右転したことを認めたものの、その動作に対応できず、Ｂは、

原針路及び原速力のまま前示のとおり衝突した。 

  衝突の結果、Ａは、右舷船尾部外板に亀裂を伴う擦過傷等を、Ｂは、

船首部船底外板に亀裂を伴う擦過傷をそれぞれ生じ、ａ受審人が頚部

左肩腰部骨盤挫傷を負った。 

 

 （航法の適用） 

 本件は、木曽川において、両船がともに遊走中、木曽川を上航するＡ

と、同船を追走するＢが衝突したもので、衝突地点付近は、海洋及びこ

れに接続する航洋船が航行することができる水域に該当すると認められ

るので、一般法である海上衝突予防法が適用される。同法には両船の関

係について規定した条文がないので、本件は、海上衝突予防法第３８条

及び第３９条の船員の常務によって律するのが相当である。 

 

 （原因及び受審人の行為） 

 本件衝突は、木曽川において、Ａ及びＢ両船が遊走する際、Ａが動静

監視不十分で、追走するＢの正船首方に向けて右転したことと、ＢがＡ

との十分な船間距離をとらなかったので、同船の動作に対応できなかっ

たこととによって発生したものである。 

 ａ受審人は、木曽川において、遊走する場合、衝突のおそれの有無を

判断できるよう、Ｂに対する動静監視を十分に行うべき注意義務があっ

た。しかし、同人は、モーターボートの航走波でジャンプすることに気

をとられ、Ｂに対する動静監視を十分に行わなかった職務上の過失によ

り、自船が右転すると右舷船尾方を追走するＢと衝突の危険のある態勢
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となる状況であることに気付かないまま、同船の正船首方に向け右転し

て同船との衝突を招き、自船及びＢ両船にそれぞれ損傷を生じさせ、自

身が負傷するに至った。 

 以上のａ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第３号を適用して同人を戒告する。 

 ｂ受審人は、木曽川において、遊走中、Ａを追走する場合、同船の動

作に対応して必要に応じＡとの衝突を回避できるよう、同船との十分な

船間距離をとるべき注意義務があった。しかし、同人は、まさか、Ａが

自船の船首方に向けて右転して、危険を覚えさせるような航行をするこ

とはないものと思い、Ａとの十分な船間距離をとらなかった職務上の過

失により、同船が左舷船首至近で自船の船首方に向け右転を始めた動作

に対応することができずにＡとの衝突を招き、自船及びＡ両船にそれぞ

れ損傷を生じさせ、ａ受審人を負傷させるに至った。 

 以上のｂ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第３号を適用して同人を戒告する。 

 

 よって主文のとおり裁決する。 

 

   令和４年１１月１６日 

     横浜地方海難審判所 

          審 判 官  岩  﨑  欣  吾 


